
【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

※重要情報を速やかに開示する必要がある場合は、代表取締役の承認を得て開示し、取締役会には事後報告とすることがある。また、

情報統制が必要と判断した事項は、情報開示委員会を経ず、取締役会にて審議を行う。 

 


